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神戸大学医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業 
募集要項等の修正及び本施設利用者の識別方法について 

 
平成 15年 8月 4日 

神戸大学施設部企画課 
 
 
１．募集要項等の修正 
 

平成 15年 5月 13日に公表、平成 15年 7月 7日に一部修正いたしました「募集要項」「資
料 1 要求水準書」「資料 2 事業者選定基準」「資料 3 事業契約書（案）」「資料 4 基本協定書
（案）」「資料 5 様式集」の内容につきまして、次のとおり修正いたします。 
また、本日付（平成 15 年 8 月 4 日付）で、当該修正文書につきまして修正後の内容に差

し替えておりますのでご注意下さい。 
 
（１）契約担当官の変更 

7月 25日付で、神戸大学事務局長が交替したことに伴い、募集要項等に規定する契約担当
官を変更いたします。 
なお、当該変更については、以下の募集要項等の修正文において記載しておりませんが、

募集要項等は変更後の内容に差し替えております。 
また、参加希望者及び応募者におかれましては、「資料 5 様式集」には契約担当官宛とな
っている様式が複数あり、申請書等を提出される際は特にご注意下さい。 

 
変更前（下線部は変更部分） 変更後（下線部は変更部分） 

契約担当官 
神戸大学事務局長 木島 令己 

契約担当官 
神戸大学事務局長 阪内 宏一 

 
 
（２）募集要項 

＜修正の趣旨＞ 
平成 15・16 年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格者の登録申請を受
け付けることに伴い、資格等要件を追記します。 
また、募集要項に関する質問を受け修正いたします。 

 
項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

4 (1) 3) 
① 
(ｱ) 

9 各業務に当た
る者の資格等
要件 

文部科学省において平成 14・15年
度設計・コンサルティング業務（追
加）に係る有資格者として登録さ
れている者であること。 

文部科学省において平成 14・15年
度設計・コンサルティング業務の
名簿又は平成 15・16年度設計・コ
ンサルティング業務に係る有資格
者として登録されている者である
こと。 
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項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

4 (1) 3) 
① 
(ｵ) 

9 各業務に当た
る者の資格等
要件 

平成 5 年度以降に、担当者（相当
程度の責任をもって業務に従事し
た者）として、自走式立体駐車場
又は下記に示す規模及び構造の建
築物（駐車場に限らない）の設計
業務に従事し、完了した経験を有
する総括技術者及び主任技術者を
選任で配置できること。 

平成 5 年度以降に、担当者（相当
程度の責任をもって業務に従事し
た者）として、自走式立体駐車場
又は下記に示す規模及び構造の建
築物（駐車場に限らない）の設計
業務に従事し、完了した経験を有
する総括技術者及び主任技術者を
専任で配置できること。 

 
 
（３）資料１ 要求水準書 

＜修正の趣旨＞ 
緊急車両の動線変更（平成 15 年 7 月 7 日付で公表済の内容）に伴い該当個所を修正しま

す。 
 
項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 
Ⅲ 1 (7) 

1) 
④ 

7 緊急車両等と
の動線処理 

・上記②の基幹・環境整備で整備
される構内道路及び事業実施敷
地内の構内道路は、緊急車両（主
に救急車）、既存施設の管理車両
及び事業実施敷地西側の駐車場
（23 台）を利用する自動車の進
入・退出路として共用する（資
料６参照）。 

・上記②の基幹・環境整備で整備
される構内道路は、緊急車両（主
に救急車）の進入・退出路とし
て共用する（資料６参照）。また、
事業実施敷地内の構内道路は、
既存施設の管理車両及び事業実
施敷地西側の駐車場（23 台）を
利用する自動車の進入・退出路
として共用する。 

 
 
（４）資料２ 事業者選定基準 

＜修正の趣旨＞ 
募集要項の修正に伴い事業者選定基準の該当個所を修正いたします。 

 
項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

3 (3) ① 
(ｱ) 

4 各業務に当た
る者の資格等
要件 

文部科学省において平成 14・15年
度設計・コンサルティング業務（追
加）に係る有資格者として登録さ
れている者であること。 

文部科学省において平成 14・15年
度設計・コンサルティング業務の
名簿又は平成 15・16年度設計・コ
ンサルティング業務に係る有資格
者として登録されている者である
こと。 

3 (3) ① 
(ｵ) 

4 各業務に当た
る者の資格等
要件 

平成 5 年度以降に、担当者（相当
程度の責任をもって業務に従事し
た者）として、自走式立体駐車場
又は下記に示す規模及び構造の建
築物（駐車場に限らない）の設計
業務に従事し、完了した経験を有
する総括技術者及び主任技術者を
選任で配置できること。 

平成 5 年度以降に、担当者（相当
程度の責任をもって業務に従事し
た者）として、自走式立体駐車場
又は下記に示す規模及び構造の建
築物（駐車場に限らない）の設計
業務に従事し、完了した経験を有
する総括技術者及び主任技術者を
専任で配置できること。 
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（５）資料３ 事業契約書（案） 
＜修正の趣旨＞ 
事業契約書（案）に関する質問を受け修正いたします。 

 
条項 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

第 1条 第 23号 
 

定義 「融資機関」とは、本件事業を実
施するための資金を事業者に融資
する金融機関をいう。 

「融資機関」とは、本件事業を実
施するための資金を事業者に融資
する機関をいう。 

第 55条 第 2項 
 

本件施設の工
事完工日前の
解除 

前条又は前項により本契約が解除
された場合、事業者は、特段の合
意がない限り、大学に対して、建
設工事相当分（提案書類の資金計
画に記載される事業費総額（自己
資本金額と金融機関からの融資額
の合計額。以下単に「建設工事相
当分」という。）のうち設計・建設
工事に相当する額）の 100分の 10
に相当する違約金を大学に対して
支払うものとする。 

前条又は前項により本契約が解除
された場合、事業者は、特段の合
意がない限り、大学に対して、建
設工事相当分（提案書類の資金計
画に記載される事業費総額（自己
資本金額と融資機関からの融資額
の合計額。以下単に「建設工事相
当分」という。）のうち設計・建設
工事に相当する額）の 100分の 10
に相当する違約金を大学に対して
支払うものとする。 

第 57条 第 5項 大学の債務不
履行による契
約終了 

前 2 項の規定は、事業者の大学に
対する損害賠償請求を妨げないも
のとする。大学が事業者に対して
支払う損害賠償額は、金融機関か
ら融資を受けるに要した費用、弁
護士費用を含むものとし、合理的
に説明可能な額とする。 

前 2 項の規定は、事業者の大学に
対する損害賠償請求を妨げないも
のとする。大学が事業者に対して
支払う損害賠償額は、融資機関か
ら融資を受けるに要した費用、弁
護士費用を含むものとし、合理的
に説明可能な額とする。 

第 58条 第 2項 
 

大学による任
意解除 

（追加） 
2 本件施設の工事完工日以後に
おいて、前項により本契約が解
除された場合、建設工事相当分
を維持管理・運営期間で均等償
却し、本契約終了時点における
残存価格を本件施設の取得代金
として支払う。当該支払につい
ては、事業者の指定する口座に
一括又は分割払いにより支払
う。 
（追加） 

2 前項の規定に基づき本契約が
終了した場合、大学は、事業者
に対し、当該終了により事業者
が負担した費用及び当該終了に
より基本協定締結から本契約の
終了までの期間に事業者が被っ
た損害額を事業者に対して賠償
する。 

3 本件施設の工事完工日以後に
おいて、前項により本契約が解
除された場合、建設工事相当分
を維持管理・運営期間で均等償
却し、本契約終了時点における
残存価格を本件施設の取得代金
として支払う。当該支払につい
ては、事業者の指定する口座に
一括又は分割払いにより支払
う。 

4 前 2項の規定は、事業者の大学
に対する損害賠償請求を妨げな
いものとする。大学が事業者に
対して支払う損害賠償額は、融
資機関から融資を受けるに要し
た費用、弁護士費用を含むもの
とし、合理的に説明可能な額と
する。 
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条項 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 

第 62条 第 2項 
 

運営期間終了
後の本件施設
の運営・維持
管理 

大学及び事業者は、前項に規定す
る協議の時点で、運営期間終了後
も引き続き本件施設の健全性が保
たれ、本件施設を維持管理及び運
営することができると判断する場
合、大学は、本契約終了時までに、
維持管理及び運営業務に関する委
託契約（以下「委託契約」という。）
を事業者と新たに締結することが
できるものとする。 

大学及び事業者は、前項に規定す
る協議の時点で、運営期間終了後
も引き続き本件施設の健全性が保
たれ、本件施設を維持管理及び運
営することができると判断する場
合、（削除）本契約終了時までに、
維持管理及び運営業務に関する委
託契約（以下「委託契約」という。）
を（削除）新たに締結することが
できるものとする。 

 
 
（６）資料５ 様式集 

＜修正の趣旨＞ 
募集要項の修正に伴い様式集の該当個所を修正いたします。 
また、様式集に関する質問等を受け修正いたします。 

 
項目番号 頁 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 
Ⅱ 1  4 共通事項 （追加） ・金額を記載する場合は、特に断

りがある場合を除き、消費税を
含めた金額を記載して下さい。 

 
様式 No 項目名 修正前（下線部は修正部分） 修正後（下線部は修正部分） 
様式 3 参加資格確認申請書 ⑤ 平成 14・15年度設計・コンサ

ルティング業務（追加）に係る
有資格者として登録されてい
る者であることを証する書類
の写し（設計及び工事監理に当
たる者） 

⑤ 平成 14・15年度設計・コンサ
ルティング業務の名簿又は平
成 15・16年度設計・コンサル
ティング業務に係る有資格者
として登録されている者であ
ることを証する書類の写し（設
計及び工事監理に当たる者） 

様式 7 設計実績 延床面積（3箇所） 駐車場の形式（3箇所） 

様式 55 資金調達計画② 
－資金調達明細書－ 

（3）借入金明細表（表中） 
金融機関 
 
注）３．出資者名及び金融機関名は

可能な範囲で具体名を記入
して下さい。具体名を記入
することが困難な場合で
も、想定される金融機関名
や業種等をできる限り具体
的に記入して下さい。 

（3）借入金明細表（表中） 
融資機関 
 
注）３．出資者名及び融資機関名は

可能な範囲で具体名を記入
して下さい。具体名を記入
することが困難な場合で
も、想定される融資機関名
や業種等をできる限り具体
的に記入して下さい。 
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２．本施設利用者の識別方法 
 

応募者の提案内容にもよりますが、本事業の運営業務において、外来患者及びその付き添

いの者、入院患者及びその付き添いの者、入院患者の見舞いのために来院した者等とを識別

する必要があると思われます。 
かかる識別方法について、大学は、外来患者等に関する情報を開示する用意があります。 
具体的には、診察券を使用し、事業者が設置する精算機から本院情報系システムにアクセ

スし、本施設利用者が当日受診したか否か（当日の受診経歴）を確認する方法が考えられま

す。この際、事業者側で本院情報系システムとのアクセス工事に要する費用を負担していた

だくことになります。 
なお、上記の識別方法は、大学が考える識別方法であり、応募者の提案を制約するもので

はありません。 
 


